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令和５年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業 

（埼玉県よろず支援拠点コーディネーター）公募要領 

 

埼玉県産業振興公社では、令和５年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業

（よろず支援拠点）の実施に当たり、その中心的な役割を担う「コーディネーター」を以下

の要領で募集します。 

 

 

Ⅰ．応募資格等 

１．応募資格 

① 弁護士資格を有し、中小企業・小規模事業者の休廃業時の法的手続き、取引先との

契約手続きや契約内容に関すること、債務、Ｍ＆Ａ、事業承継、相続などに関する

実務経験を有すること。 

② 原則として月１～２日程度、本事業に従事できること。 

（従事日については採用後相談） 

③ 公社等の指示に速やかに従うことができること。 

④ 公序良俗に反する活動を行う等、コーディネーターとして不適切な者でないこと。 

 

２．採択人数 

若干名。 

 

３．契約条件等 

コーディネーターは、令和５年１１月６日以降の採用の日に、公社と業務委託契約（委

嘱）等を締結することとします。 

①報酬：日額２７，５００円（消費税込み） 

（期間は令和６年３月３１日までとし委嘱日数２０日を上限とします。また、業務

への従事が半日（４時間以上７時間４５分未満）の場合は、１３，７５０円としま

す。） 

②勤務時間：原則として８時３０分～１７時１５分 

③勤務地：大宮事務所 

さいたま市大宮区桜木町 1丁目 7番地 5 ソニックシティビル 10階 

     ※勤務日によっては企業訪問、テレワークの場合あり。 

なお、採択されたコーディネーターは、事業の目的や内容から逸脱した行為、提出

書類に虚偽がある場合、社会的信用を失墜する行為などを行った場合は委託、従事契

約を取り消す場合があります。予算確保を前提に翌年以降も継続して活動することを

想定していますが、公社による評価の結果、解任等されることもあり得ます。 
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４．業務の概要、実施方法 

コーディネーターは、公社、支援機関と協力・連携しながら、次に掲げる支援業務を

実施するものとします。（１日４件程度の相談業務を実施） 

（１）総合的・先進的経営アドバイス 

既存の支援機関では十分に解決できない経営相談に応じ、中小企業・小規模事

業者の課題を分析し、一定の解決策を提示するとともに、フォローアップを実

施する。 

（具体的な支援のイメージ例） 

今回公募対象となるコーディネーターには、④⑤の業務を中心に従事いただき

ます。 

① 売上拡大に係る支援（企業の強みを分析し、新たな顧客獲得等につなげる、

首都圏・海外等への進出支援等） 

② 新分野進出や地域資源活用に関する販売促進方策や商品開発 

③ 補助金に関する情報提供や事業計画の策定 

④ 他の機関が対応しない案件への丁寧な対応 

⑤ 企業法務や契約書にかかわる支援 

（２）支援チーム等編成支援 

公社およびチーフコーディネーターが司令塔となり、中小企業・小規模事業者

の課題に応じた適切な支援チームの編成を支援（チーム編成、支援、フォロー

アップを実施）する際に、複数の支援機関、公的機関等の「支援専門家」や、

大学、大企業等の事業連携の相手先と調整等を実施する。 

（３）ワンストップサービス 

支援機関等との接点がなく相談先に悩む中小企業・小規模事業者の相談窓口と

して、広く相談に応じる。 

上記（１）と（２）による支援を実施する他、相談内容に応じて、支援機関・

専門家を紹介する等、適切な支援が可能な者につなぐ。国や自治体の支援策を

熟知した上で、活用を促す。 

（４）支援機関等連携強化等業務 

支援機関、地域ＰＦ、大学、企業、公設試験研究機関等の組織との連携強化等

のために、定期的な会議、セミナー等を開催する。 

（５）その他業務 

その他、中小企業・小規模事業者および支援機関等に対し、拠点事業の役割等

を広報する。 

 

５．応募に当たっての注意事項 

① コーディネーターとして選定された場合、プロフィールや支援実績等の情報をホ
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ームページ等で公表する予定です。 

② 応募申請書等の作成等に係る契約前の費用は、自己負担となります。 

③ 本事業による支援によって得られた全ての成果は、原則として支援を受けた中小

企業・小規模事業者等に帰属します。 

④ コーディネーターは、本事業により知り得た支援を受けた中小企業・小規模事業

者等の秘密を厳守するとともに、これを自己の利益に利用してはなりません。本事

業の終了後も同様とします。 

⑤ コーディネーターが次に掲げる項目のいずれかに該当するときは、採択を取り消

すことができるものとし、取り消した場合には、氏名、取消理由等を公表する場合

があります（六に該当することにより取り消した場合を除く。）。 

一 本事業の目的又は内容から逸脱した行為を行ったと認められる場合 

二 申請内容に虚偽があることが判明した場合 

三 公社に虚偽の報告をしたことが判明した場合 

四 法令等に違反する行為を行ったと認められる場合 

五 社会的信用を失墜する行為を行った場合 

六 心身に著しい障害があるため、コーディネーターとしての業務に耐えられない

と認められる場合 

七 その他、本事業のコーディネーターとして不適格と認める場合 

 

 

Ⅱ．コーディネーターの選定 

１．選定プロセス等 

公社において、提出されたコーディネーター応募申請書および添付資料について、Ⅱ．

２．の選定基準に基づき書面審査を行い、得点の高い応募者の数名程度を面接により

評価した上で、コーディネーターを決定します。 

 

２．選定基準 

コーディネーターの選定は、次の選定基準に基づいて行います。 

① 提出書類の内容が施策の意図と合致していること。 

② 中小企業・小規模事業者に対する支援にあたり、本事業への熱意、優れたコミュニ

ケーション能力等を有していること。 

③ 中小企業・小規模事業者の支援を行うにあたり、企業法務や契約書にかかわる具

体的支援を実施する優れた経験・実績または優れた能力・資質を有していること。 

④ 中小企業・小規模事業者の経営課題の克服を支援するため、適切に専門人材を活

用する優れた経験・実績または優れた能力・資質を有していること。 
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Ⅲ．スケジュール・応募方法 

１．募集期間等スケジュール 

①募集開始      令和５年１０月６日（金） 

②募集締切      令和５年１０月１８日（水）（１２時必着） 

③書類審査結果の連絡 令和５年１０月２０日（金）（予定） 

④二次選考面接    令和５年１０月２３日（月）または１０日２４日（火）（予定） 

           大宮事務所またはオンライン 

⑤二次選考結果の連絡 令和５年１０月２５日（水）（予定） 

⑥理事長面接     令和５年１０月２７日（金）または１０月３０日（月）（予定） 

           大宮事務所またはオンライン 

⑦事業開始      令和５年１１月６日（月）（予定） 

 

２．応募方法 

次の提出書類を一つの封筒に入れ、提出期限までに公社（Ⅵ．問い合わせ先参照）へ

郵送又は持参してください。 

また、宛先面に「埼玉県よろず支援拠点コーディネーター募集に係る応募申請書在中」

と朱書きで記入してください。提出書類は、日本語で作成の上、Ａ４片面印刷で、複

数枚にわたる様式ではページを打ち、左上をホッチキス等で１カ所止めてください。

提出された書類に不備がある場合は、受理いたしません。 

（提出書類） 

①埼玉県よろず支援拠点コーディネーターに係る応募申請書（様式１） 

②履歴書（様式２） 

③暴力団排除に関する誓約書（様式３） 

 

３．審査結果の通知 

採択、不採択の結果については、書面またはメールにて通知します。 

採択、不採択についての問い合わせについては、回答しかねるためご了承ください。 

 

 

Ⅳ．よろず支援拠点事業について 

１．目的 

よろず支援拠点事業とは、地域の他の支援機関（※）と連携しながら中小企業・小規

模事業者が抱える売上拡大や経営改善等の経営課題に対して、ワンストップで対応す

る「よろず支援拠点（以下、「拠点」という。）」を各都道府県に整備し、中小企業・小

規模事業者の活性化を図る事業です。 

また、本事業を通じて、地域の支援機関の特徴等を把握し、支援機関・専門家等と連
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携体制を強化するとともに、支援機関に支援モデル・ノウハウ等を浸透させ、支援機

関の能力向上を図るものです。 

※「支援機関」とは認定経営革新等支援機関、商工会議所・商工会、税理士、金融機

関、地域プラットフォーム（以下、「地域ＰＦ」という。）等を指す。 

 

２．事業概要 

 よろず支援拠点チーフコーディネーターを中心に、中小企業・小規模事業者の経営

課題を抽出し、売上拡大や経営改善等の多岐にわたる問題解決に最適な手法を助言す

る事業です。 

 加えて、中小企業・小規模事業者及び支援機関等との関係構築を目的とした、広報

活動やセミナーの実施等、拠点運営に係わる業務なども実施します。 

  なお、埼玉県では拠点事業の実施機関は埼玉県産業振興公社（以下、公社という）です。 

 

３．支援対象者 

原則として、埼玉県において事業を行っている中小企業・小規模事業者、ＮＰＯ法人・

一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する方とします。 

 

４．業務内容の報告・支援事例の提出等 

コーディネーターは、「Ⅰ．応募資格等４．業務の概要」に基づいた、相談対応状況、

支援実績、フォローアップ状況等について、公社に報告していただきます。また、支

援を行った案件のうち、先進的な支援ノウハウとして他の支援機関、コーディネータ

ー等に移転できると考えられる支援事例を定期的（四半期毎を予定）に公社に報告し

ていただきます。 

なお、報告の内容、様式、時期等の詳細は、公社の指示に従うものとします。 

 

５．評価 

コーディネーターの評価については、公社が次に掲げる評価項目を中心に実施する予

定です。 

なお、評価に当たっては、コーディネーターが、チーフコーディネーターと協議の上

で事業開始時に設定した事業目標・事業計画に対する達成度等を中心に行うこととし

ます。 

（具体的な評価のイメージ） 

①支援を行った中小企業・小規模事業者に対する相談対応件数 

②経営課題解決件数（例えば、法律相談等） 

③先進的な支援事例や優れた解決事例 

④全国本部が行う満足度等調査結果 
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Ⅵ．問い合わせ先 

埼玉県産業振興公社 経営支援部経営支援 G 埼玉県よろず支援拠点 大松、岡本 

住所：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-7-5 ソニックシティビル 10F 

電話：048－783－3926 

 

 

Ⅶ．その他 

１．提出された応募申請書および添付書類は返却しません。ただし、機密保持には十分

配慮します。なお、採択された場合には「行政機関の保有する情報の公開に関する法

律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の

正当な利益を害する情報等）を除いて、情報開示の対象となります。 

２．採択の正否を問わず、応募申請書の作成費用は支給しません。 

 


